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市が開催する確定申告相談会

ふるさと納税にかかる寄附金控除の申告漏れにご注意ください

とき／ 2 月 15日（水）～ 3月 15日（水）
　　　 9：00 ～ 17：00（受付は 16：00まで）
　　　※期間中、土曜日、日曜日を除く

ところ／三島商工会議所　1 階 TMOホール
※ 混雑状況により、会場の受付を早く終了する場
合があります。
※ 期間中、三島税務署内には確定申告会場を設け
ていませんのでご了承ください。
※ 三島商工会議所の駐車場は有料です。なるべく
公共交通機関をご利用ください。
　 （ 市営中央駐車場をご利用の場合は、駐車券を持
参すれば無料になります）

持ち物／
〇収支内訳書、青色申告決算書
〇 昨年の確定申告書、収支内訳書などの控え（ない
場合は、相談に時間がかかったり、正確な記載
ができなかったりすることがあります）
〇源泉徴収票（給与、配当、公的年金など）
〇 控除証明書（社会保険料、生命保険料、地震保険料、
寄附金、医療費の領収書など）
〇金融機関の預貯金口座のわかるもの（本人名義）
〇印鑑、筆記用具、電卓
○マイナンバー・本人確認書類
※ 税務署からお知らせはがきや確定申告書が送付
されている場合はご持参ください。

三島税務署による確定申告会場
【所得税及び復興特別所得税・贈与税・消費税及び地方消費税】

問 三島税務署
☎ 055-987-6711

問 市役所税務課　☎ 055-948-2918

持ち物（必ず用意してください）／
・ 平成 28 年分の給与所得または公的年金の源泉徴
収票（配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者の
所得がわかるものも必要です）
・控除を受けるための各種資料（証明書・領収書など）
・ 還付を受ける金融機関の口座番号がわかるもの
（本人名義の口座）
・印鑑、筆記用具、電卓
・マイナンバー・本人確認書類の写し

≪対象となる人≫（事業所得は対象外です）
・ 給与所得者で、医療費控除、住宅借入金等特別控
除を受ける人
※年末調整後に控除の追加をする人も対象です。
・ 給与所得者で、年の途中で退職して年末調整をし
ていない人
・ 給与と年金収入、または年金収入のみの人

　市では、還付申告者を対象に、確定申告期間前に還付申告相談会を実施します。相談対
象となる人は、確定申告期間前でも申告書の記載・提出ができますので、ご活用ください。
（昨年の確定申告書と見比べるなどして、資料を整えてからお越しください）

所得税の還付申告相談会
確定申告期間前に申告書の提出ができる

とき／２月 8日（水）・9日（木）
受付時間／午前の部 9：00 ～ 11：00
　　　　　午後の部 13：00 ～ 16：00

ところ／市役所大仁庁舎　２階第１会議室

平成 28年分

所得税の確定申告
　平成 28年分の「所得税及び復興特別所得税の確定申告」の相談と、申告書の受付は、
２月 16日（木）から３月 15日（水）までです。
　各種控除についての詳しい内容、計算式、持ち物などについては、国税庁ホームペー
ジ（http://www.nta.go.jp）、市ホームページをご覧いただくか、問い合わせください。

※ 相談会にご来場の人は臨時駐車場（旧田京幼稚
園）をご利用ください。
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とき／2月16日（木）～ 3月15日（水）
　　　（期間中、土曜日、日曜日を除く）
受付時間／午前の部 9：00～ 11：00
　　　　　午後の部 13：00～ 16：00
※ 来場者の人数などにより、予定時間よりも早く
受付を終了する場合があります。

ところ／市役所大仁庁舎　2階第 1会議室
※ 伊豆長岡庁舎、韮山支所、韮山福祉・保健セン
ターでは申告相談会を行いません。
※ 駐車場が少ないため、公共交通機関や乗合せな
どでお越しください。
そ の他／ 市役所では、青色申告、譲渡所得、贈与税、

消費税及び地方消費税の申告相談は行っ
ていません。三島税務署が開催する確定
申告会場へお越しください。

平成 28年中にふるさと納税をした人のうち、
・ ワンストップ特例（※）の適用を申請していて、平
成 28年分の確定申告もする人
・ふるさと納税先が 6団体以上ある人
は、ワンストップ特例の有無にかかわらず、すべ
てのふるさと納税に係る寄附金を含めて確定申告
をする必要があります。

※ ワンストップ特例
　 確定申告が不要な給与所得者がふるさと納
税を行ったとき、ふるさと納税先が 5団体
以下の場合に限り、納税先団体に申請するこ
とで確定申告しなくても寄附金税額控除を
受けられる制度　

マイナンバーカードを持っている人

マイナンバーカード 1点でマイナンバー確認と
本人確認ができます。
※ マイナンバーカードの写しは必ず表裏両面が
必要です。

マイナンバーカードを持っていない人

マイナンバー確認書類（通知カードまたはマイナ
ンバー記載の住民票）と本人確認書類（運転免
許証、パスポート、在留カードなどのうち 1点）
が必要です。

確定申告書にはマイナンバーが必要です
　広報 12 月号でお知らせしたとおり、確定申告書の提出時には、マイナンバー
の記載およびマイナンバー確認書類と本人確認書類の提出が必要です。
※ 市が主催する申告相談会にお越しの人は、書類の写しを必ずご持参ください。


